
 

 

 

 
 
 
 
 
 

外商投資企業設立後の手続き―外国人の出入国手続き 

 

外商投資企業の現地視察、商談、工場管理、雇用、技術相談又はその他の経済活動、加工・組立の輸

出、補償貿易のために、中国大陸に出向く外国人は出入国手続きを行う必要があります。 

 

1. 中国と外交関係を結んでいる国の外国人の入国手続き 

 

中国と中国と外交関係を結んでいる国の外国人は、各地方人民政府の公安機関の出入国管理機

関又は各地方人民政府の外事事務所から出入国許可を取得することができます。具体的な手続き

は中国国内の受入れ機関によって処理されます。その外国人は、本国の中国大使館・領事館又は

中国外交部香港・マカオ事務所にビサを申請します。 

 

2. 中国と外交関係を結んでいない国の外国人の入国手続き 

 

各地方人民政府の公安機関の出入国管理機関又は各地方人民政府の外事事務所で当該国の外

国人の入国手続きを確認する必要があります。 

 

3. 台湾居民の入国手続き 

 

台湾、香港、マカオから中国大陸に入国しようとする台湾居民は、中華人民共和国の出入国管理

局に出入国許可を申請し、又関連機関を通じて申請することができます。有効な出入国許可を持た

ずに入国する場合、中華人民共和国の出入国管理局が委託する出入国管理機関に、3 ヶ月間中 1

回有効の「台湾居民来往大陸通行証」を申請することができます。入国後、中華人民共和国の出入

国管理局が委託する県級以上の公安機関の出入国管理機関に 5 年間中 1 次有効又は数次有効

の台湾居民来往大陸通行証を申請することができます。 

 

4. 香港居民、マカオ居民の出入国手続き 

 

「港澳居民来往内地通行証」を持っている香港居民、マカオ居民は出入国することができます。 

 

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。 

メール：info@kaizencpa.com 

固定電話： +852 2341 1444 

携帯電話： +852 5616 4140、+86 152 1943 4614 

ライン・WhatsApp・Wechat： +852 5616 4140 

公式ウェブサイト：www.kaizencpa.com 

Skype: kaizencpa 
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